
姫路市上下水道局管理規程第  ５ 号  

令和 ６年 ５月  ９日 

 

姫路市上下水道事業管理者  柴 田 桂 太 

 

姫路市上下水道局契約規程の一部を改正する規程を公布する。 

  

姫路市上下水道局契約規程の一部を改正する規程 

姫路市上下水道局契約規程（令和４年姫路市上下水道局管理規程第７号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中「施行令第２１条の１４第１項第１号」を「施行令第２１条の１３第１項

第１号」に改め、「施行令第２１条の１４第１項第３号」を「施行令第２１条の１３

第１項第３号」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和６年５月９日から施行する。 


